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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 第４期中期目標・中期計画の変更（案） 

 

 

＜中期目標＞ 

改正案 現行 

Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 経費等の合理化・効率化 

業務量の変動に対応した組織体制の見直し及び

電子化等に引き続き取り組むことにより、経費等

の合理化・効率化を図る。 

なお、電子化においては、「情報システムの整備

及び管理の基本的な方針」（令和 3 年 12 月 24 日

デジタル大臣決定）を踏まえ、PMO の設置等の体

制整備を行うとともに、情報システムの適切な整

備及び管理を行う。 

運営費交付金を充当して行う事業については、

効率化になじまない特殊要因を除き、一般管理費

（人件費及び退職手当を除く。）について、中期目

標の期間中、毎事業年度につき３％以上を削減する

ほか、その他の事業費（人件費及び退職手当を除

く。）について、中期目標の期間中、毎事業年度に

つき１％以上の業務の効率化を図る。 

なお、効率化に際しては、機構の行う事業が長期

的視点に立って推進すべき事業であることに鑑み、

事業の継続性に十分留意する。 

Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 経費等の合理化・効率化 

 業務量の変動に対応した組織体制の見直し及び

電子化等に引き続き取り組むことにより、経費等

の合理化・効率化を図る。 

 

（新設） 

 

 

 

運営費交付金を充当して行う事業については、

効率化になじまない特殊要因を除き、一般管理費

（人件費及び退職手当を除く。）について、中期目

標の期間中、毎事業年度につき３％以上を削減する

ほか、その他の事業費（人件費及び退職手当を除

く。）について、中期目標の期間中、毎事業年度に

つき１％以上の業務の効率化を図る。 

なお、効率化に際しては、機構の行う事業が長期

的視点に立って推進すべき事業であることに鑑

み、事業の継続性に十分留意する。 

 

 

＜中期計画＞ 

改正案 現行 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するため

とるべき措置 

１ 経費等の合理化・効率化 

業務量の変動に対応した組織体制の見直し及び電

子化の推進等に引き続き取り組むことにより、経費

等の合理化・効率化を図る。 

なお、電子化においては、「情報システムの整備及

び管理の基本的な方針」（令和 3 年 12 月 24 日デジ

タル大臣決定）を踏まえ、PMO の設置等の体制整備

を行うとともに、クラウドサービスを効果的に活用

する等、情報システムの適切な整備及び管理を行う。 

運営費交付金を充当して行う事業については、効

率化になじまない特殊要因を除き、一般管理費（人

件費及び退職手当を除く。）について、中期目標の期

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するため

とるべき措置 

１ 経費等の合理化・効率化 

業務量の変動に対応した組織体制の見直し及び電

子化の推進等に引き続き取り組むことにより、経費

等の合理化・効率化を図る。 

 

 

（新設） 

 

 

運営費交付金を充当して行う事業については、効

率化になじまない特殊要因を除き、一般管理費（人

件費及び退職手当を除く。）について、中期目標の期

資料１ 



 

2 

 

間中、毎事業年度につき３％以上を削減するほか、

その他の事業費（人件費及び退職手当を除く。）につ

いて、中期目標の期間中、毎事業年度につき１％以

上の業務の効率化を図る。効率化に際しては、機構

の行う事業が長期的視点に立って推進すべき事業で

あることに鑑み、事業の継続性に十分留意する。 

また、自己収入の確保に努め、運営費交付金債務

を含めた財務に係る情報を適切に把握し、機構長の

リーダーシップの下、適切な予算配分等を行うこと

により、効率的な予算執行に努めるとともに、運営

費交付金の会計処理として、業務達成基準による収

益化が原則とされたことを踏まえ、引き続き、収益

化単位ごとに予算と実績を管理する。 

さらに、毎年の運営費交付金額の算定に向けては、

運営費交付金債務残高の発生状況にも留意する。 

間中、毎事業年度につき３％以上を削減するほか、

その他の事業費（人件費及び退職手当を除く。）につ

いて、中期目標の期間中、毎事業年度につき１％以

上の業務の効率化を図る。効率化に際しては、機構

の行う事業が長期的視点に立って推進すべき事業で

あることに鑑み、事業の継続性に十分留意する。 

また、自己収入の確保に努め、運営費交付金債務

を含めた財務に係る情報を適切に把握し、機構長の

リーダーシップの下、適切な予算配分等を行うこと

により、効率的な予算執行に努めるとともに、運営

費交付金の会計処理として、業務達成基準による収
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